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この手引きでは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律（以

下『あはき法』という。）に基づくあん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、き

ゅう業及び柔道整復師法（以下『柔整法』という。）に基づく柔道整復業を行う施

術所の開設について説明します。 
※ 新潟市内に施術所を開設する場合は、新潟市の施術所の手引きに従ってください。 
 

○ 開設までの流れ 
事前相談 開設 開設届 確認検査

構造設備や添付
書類、開設の日
程、広告などに
ついてあらかじ
めご相談くださ
い。

　
構造設備と人員が
整い、施術を開始
できる状態。

　
開設後、10日以
内に保健所に届
出をしてくださ
い。

　
保健所職員が施
設の確認検査に
伺います。

 
※ 開設する前に事前相談として、構造設備基準に適合しているかを図面案等で 

保健所にご相談ください。 
 
 
 
○ 施術所開設後１０日以内に「施術所開設届」を保健所に提出してください。 
（あはき法第９条の２、柔整法第１９条） 

提出
部数

備考

1

＜個人開設の場合＞

開設者の本人確認書類※１の写し

＜法人開設の場合＞

定款、寄付行為の写し

業務に従事する施術者の免許証の
写し

1
窓口で照合確認を行いますので、
原本もご持参ください。※２

施術者の本人確認書類※１の写し 1
窓口で照合確認を行いますので、
原本もご持参ください。※２

施術所付近の見取り図 1

施術所の平面図 1
ベッド、機器類の配置、各室の用途、
寸法及び面積、消毒設備の位置を記入
してください。

窓口で照合確認を行いますので、
原本もご持参ください。

1
開設者が法人の場合は、必要に応じて
登記事項証明書の提示を求めることが
あります。

　提出書類

施術所開設届

添
付
書
類
２

添
付
書
類
１

1

 
※1 本人確認書類・・・・ 自動車運転免許証、ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ、障害者手帳等の顔写真付のもの。 
※2 原本確認について・・・やむを得ず施術者免許証や本人確認書類の原本を確認できない場合は、   

開設者の責任において原本証明をした写しを提出すること。 

１ 施術所の開設手続き 
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≪構造設備≫ 

○ あはき法施行規則第２５条及び柔整法施行規則第１８条等により構造設

備基準が設けられています。開設にあたっては下記の事項に適合するよ

うにしてください。 

項目 基準内容

① 6．6ｍ2以上の面積を有する専用の施術室を有すること。

② 3．3ｍ2以上の待合室を有すること。

③ 室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できること。

④ ③の基準を満たせない場合は、これに代わるべき適当な換気装置が
あること。（ドアは開放面積に含まない。）

⑤ 施術に用いる器具や手指等の消毒設備を有すること。

2 施術所の独立性
施術所は住居、店舗等と構造上及び機能上独立していること。
（指導基準）

① 施術室と待合室の区画は、固定壁で上下四面を仕切られ、固定した
扉を設けること。(指導基準）

② 防災上等で①を満たすことができない場合は、固定されたパーティ
ション等で区画すること。（指導基準）

4 プライバシー保護
ベッドを２台以上設置する場合や待合室から施術室が見える場合には、
カーテン等で仕切り、患者のプライバシーに配慮すること。
（指導基準）

1 構造設備

3 施術室と待合室の区画

 

 
≪衛生上必要な措置≫ 

○ あはき法施行規則第２６条及び柔整法施行規則第１９条により衛生上必

要な措置を定めています。開設にあたっては下記の事項に適合するよう

にしてください。 
 

1 常に清潔に保たれていること。

2 採光、照明及び換気を充分にすること。

基準内容

 
 

○ はりを業とする場合は、オートクレーブ、乾熱滅菌器等を設置すること。

ただし、使い捨てのはり使用する場合には、保管及び廃棄を安全な方法

で行う。（鍼灸における AIDS 感染等の防止について、昭和 62 年 3 月 20 日医

事第 19 号） 

２ 施術所の構造設備基準と衛生上必要な措置 
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≪あはき施術所と柔整施術所を同一建物内で兼業する場合≫ 

○ 原則として２つの構造設備を持つことになりますが、施術者が１名であ

はき法及び柔整法に基づく両方の免許を保有する場合は、構造設備の共

用が認められます。（次ページ参照） 
○ 施術者が２名以上であはき法及び柔整法に基づく免許を両方または一方

を保有する場合も、構造設備の共用が認められます。（次ページ参照） 
○ なお、開設届は、あはき法及び柔整法に基づく届出が必要となります。 

 

1

2

3

基準内容

あはき法及び柔整法に基づく免許を両方とも有する施術者が１人で施術する場合は施術室を兼ねて
もよい。(指導基準）

玄関、待合室共用可。　※待合室は十分な広さを有すること。

施術者が２人以上となる場合は、双方の施術室を固定壁で区画すること。（指導基準）

 

図面例 
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■ あはき法、柔整法に基づく両方の免許を保有する施術者が１名で行う場合。 
＜図面例＞ 

待合室 【共用】

あはき、柔整施術室
【共用】

 

 
 
■ あはき法、柔整法に基づく免許を両方保有または一方を保有するものが、 

２名以上で行う場合。 
  ＜図面例＞ 

あはき 柔整

待合室 【共用】

 
 
 
■ 不適当な施術所の図面例 
 

                          

待合室

あはき 柔整

                         

 

 玄 関  共用可 
 待合室  共用可 
 施術室  共用可 

 玄 関  共用可 
 待合室  共用可 
 施術室   
※  双方の施術室を固定壁で区画することが 

原則。 

【 × 】 
固定壁での区画が不十分 
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○ 施術所の名称は、あはき法又は柔整法の広告の規制を受けます。 
○ 施術所以外の医業類似行為施設と区別するために、『マッサージ指圧』『鍼灸』

『接骨』 等を名称につけることが望ましいとされています。 
以下に例を示します。 

 
≪認められる例≫ 
■ あはき法に基づく施術所 にいがた鍼灸院、にいがたマッサージ治療院 
■ 柔整法に基づく施術所  にいがた接骨院 
 

≪認められない例≫ 

具体例 内容

１
○○クリニック
△△治療所
（△△はり治療院等は可）

医療法に抵触する名称（医療法第3条）

２ 鍼灸医、治療医
医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはな
らない。（医師法第18条）

①「あはき法」に基づく施術所は「柔整法」に抵触しないこ
と。また「柔整法」に基づく施術所は「あはき法」に抵触しな
いこと。

② ○○鍼灸院・△△接骨院と併記した場合は可。

４
整体院
カイロプラクティック

施術所で認められていない医業類似行為名を使用すること。

鍼灸接骨院、鍼灸整骨院３

 
 

◎　認められる例

×　認められない例　
（届出の名称と異なるため看板に掲げることはできません。）　　

にいがた鍼灸・接骨院

にいがた鍼灸（接骨）院

≪看板のレイアウト例≫
※にいがた鍼灸院とにいがた接骨院を兼業する場合

にいがた鍼灸院・接骨院 にいがた
鍼灸院

接骨院

にいがた
鍼灸

接骨
院 にいがた

接骨院

にいがた接骨院

にいがた鍼灸院

鍼灸院

 

３ 施術所の名称 
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≪あはき施術所≫ 

1 広告できる事項（あはき法第７条第１項）

（1） 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所

（2） 業務の種類（あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業又はきゅう業）

（3） 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

（4） 施術日又は施術時間

（5）その他厚生労働大臣が指定する事項（平成１１年３月２９日付 厚生省告

示第６９号）

①もみりょうじ

②やいと、えつ

③小児鍼（はり）

④法の規定に基づく届出をした旨医療保険療養費支給申請ができる旨（療養費

の支給にあたっては、医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。）

⑤ 予約に基づく施術の実施

⑥ 休日又は夜間における施術の実施

⑦ 出張による施術の実施

⑧ 駐車設備に関する事項

⑨ 法の規定に基づく届出をした旨  
 
≪柔整施術所≫ 

２ 広告できる事項（柔整法第２４条第１項）

（1） 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所

（2） 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

（3） 施術日又は施術時間

（4）その他厚生労働大臣が指定する事項（平成１１年３月２９日付厚

生省告示第７０号）

①ほねつぎ(又は接骨)

②医療保険療養費支給申請ができる旨（脱臼又は骨折の患部の施術に係
る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。）

③予約に基づく施術の実施

④休日又は夜間における施術の実施

⑤出張による施術の実施

⑥駐車設備に関する事項

⑦法の規定に基づく届出をした旨  

４ 施術所の広告の制限 
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３ 広告できないものの具体例 
× 出身校・経歴            

 × 技能及び流派            
 × 所属学会              
 × 適応症（腰痛、肩こり、スポーツ外傷、骨盤矯正、むち打ち等） 
× 効能・効用・効果 

 × 治す・治療などの表現 
× 施術方法 
× 料金、支払方法 
× 各種保険取扱い 
 
※ 上記のとおり、事実や施術可能な症状、請求可能な保険であったとしても

広告できる事項の以外は広告できませんのでご注意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【広告とは】 
看板、新聞広告、屋外に置くビラ等、施術所に来た人以外の目にふれる

ものを差し、施術所内掲示・ホームページ等については、広告制限の対象

とはなりません。 
 ただし、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で例え

ば「腰痛治療」を検索文字として検索した際に、スポンサーとして表示さ

れるものや検索サイトの運営会社に対して費用を支払うことによって意

図的に検索結果として上位に表示される状態にしたもの（以下「バナー広

告等」という。）などでは、バナーに表示されます。この場合、バナー広

告等にリンクしている施術所等のホームページについてもバナー広告等

と一体的な関係にあることによって一般人が容易に認知できる状態にあ

ることから、広告として取り扱う場合があります。 
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【広告できないもの 例示】 
 

【適応症】            【料金表示】 

 
 

【各種保険取扱い】                     【効能・効果】  
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○ 開設届出事項に変更を生じた場合は、変更届と変更内容に合わせた添付書類

を、変更後１０日以内に保健所へ提出してください。 

提出
部数

備考

1
主な変更事項と変更前、変
更後の内容を記入。

・開設者（個人）の住所変更
・施術所の名称変更
・業務種類の変更（あはきのみ）
・従事者変更（減員）

添付なし

構造設備の変更 施術所の平面図 1
ベッド、機器類の配置、各
室の用途、寸法及び面積、
消毒設備の位置を記入。

業務に従事する施術者の免許証の
写し

1
窓口で照合確認を行います
ので、原本もご持参くださ
い。※２

施術者の本人確認書類※１の写し 1
窓口で照合確認を行います
ので、原本もご持参くださ
い。※２

開設者（法人）の名称、主たる事
務所の所在地の変更

変更前後の履歴が確認できるもの
（登記事項証明書など）

1

開設者自体が変更となった
ときは、変更届ではなく、
廃止届、開設届の提出が必
要。

      提出書類

　開設届出事項変更届

添
付
書
類
（

変
更
内
容
別
）

従事者の変更
※ 増員、変更の場合

 
※1 本人確認書類・・・・・ 自動車運転免許証、ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ、障害者手帳等の顔写真付のもの。 
※2 原本確認について・・・ やむを得ず施術者免許証や本人確認書類の原本を確認できない場 

合は、開設者の責任において原本証明をした写しを提出すること。 

※ 以下の場合は変更ではなく、新規開設の扱いとなります。 
◆施術所の移転 ．．．．旧所在地で廃止届を出し、新所在地で新規開設の手続 

を行ってください。 
 

◆開設者の変更 ．．．．他の個人開設者への変更、別法人への変更、法人化、 
法人組織の変更などの場合は、旧開設者による廃止 
届を提出し、新開設者による新規開設の手続を行って 
ください。 

５ 開設届出事項に変更を生じた場合 
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○ 施術所を休止・再開・廃止した場合は、１０日以内に下記書類を保健所へ提出し

てください。 

提出
部数

備考

　（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師施術所）

　（柔道整復師施術所）

 提出書類

　施術所休止・再開・廃止届

1

 

 
 
 
 

 
○ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が専ら出張のみにより、その業務に

従事する場合は、下記の書類を業務開始後１０日以内に保健所へ提出してくださ

い。 

提出
部数

備考

1

業務に従事する施術者の免許
証の写し

1
窓口で照合確認を行いますので、原本も
ご持参ください。※２

施術者の本人確認書類※１の
写し

1
窓口で照合確認を行いますので、原本も
ご持参ください。※２

提出書類

出張施術業務開始届

添
付
書
類

 
※1 本人確認書類・・・・・自動車運転免許証、ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ、障害者手帳等の顔写真付のもの。 
※2 原本確認について・・・やむを得ず施術者免許証や本人確認書類の原本を確認できない場 

合は、開設者の責任において原本証明をした写しを提出すること。 
○ 既にあはき施術所を開設している場合は、改めて出張施術業務開始届の提出は必

要ありません。 
○ 出張施術専門業を行っている者が、他の施術者を雇用しその者を派遣して施術業

務を行わせることはできません。 
○ 出張のみで業務を行う施術者や施術所に勤務する施術者が個人の業務として出

張施術を行う場合は、「出張施術業務開始届」を提出してください。 

６ 施術所を休止・再開・廃止する場合 

７ 出張施術専門業 
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○ 県保健所管内の施術所の業務として新潟市や県外に 2日以上滞在して出張施

術を行う場合は、事前に滞在地の保健所に「滞在施術業従事届」を提出して

ください。 
 

○ 出張のみで業務を行う施術者や施術所に勤務する施術者が、個人の業務とし

て新潟市や県外に 2 日以上滞在して出張施術を行う場合も同様に、「滞在施

術業従事届」を提出してください。 
 

○ 滞在施術業従事届については、提出先の保健所にご確認ください。 
 

出張施術業務開始届（出張届）と滞在施術業従事届（滞在届）の要否 

日帰り 滞在（２日以上）

不要 滞在届
（滞在地の保健所）

新潟市又は県外

個人の業務として行う
出張施術

県内
（新潟市を除く）

不要

全期間

　　（提出先）

　　（提出先）

出張届
（住所地の保健所）

出張届
（住所地の保健所）

滞在届
（滞在地の保健所）

施術所の業務として行
う出張施術

業務を行う場所

区 分

 

８ 滞在による出張施術業 


